


開催にあたって

その昔この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。天真爛漫な稚児の様に、美しい

大自然に抱擁されてのんびりと楽しく生活していた彼等は、真に自然の寵児、なんという幸福な人たちで

あったでしょう。（知里幸惠編訳『アイヌ神謡集』）

アイヌ文化伝承者の知里幸惠さんは、かつて「蝦夷地」と呼ばれていたアイヌモシリ（人間の大地）を、

このように謡っています。

しかし、明治政府はアイヌモシリを一方的に日本へと組み入れ、アイヌ語の使用を禁じるなど、アイヌ民

族の伝統的な生活を破壊しました。私たち真宗大谷派もその国策に協力し、北海道開拓・開教を積極

的に進めました。当時の教化の様子を描いた「北海道開拓錦絵」には、地面に座らせたアイヌ民族に法

嗣・現如上人が名号を「下付」する様子が描かれ、しかもそれが宗祖の「御化導」と重ねられ、正当化さ

れています。

１９７７年の「大師堂（御影堂）爆破事件」は、この歴史にあらためて出会う契機となりました。爆破という

手段はけっして容認できることではありませんが、事件の決行声明にある「天皇制日本国家の存在として

の侵略と搾取を支持・容認・黙認してきたすべての宗教に対する断固たる批判」という言葉は、宗祖の

精神を喪失してきた私たちの歴史に対する批判と、共に生きることを願う「叫び」ではなかったでしょうか。

その後、始まった交流から、明治以降の時代の中をどのような思いで生きてこられたのか、土地を奪わ

れ、差別されたアイヌ民族によるたたかいの歴史と、自然と共に生きる文化・伝統を知ることとなりました。

明治維新から１５０年になる２０１８年に向け、記念事業が日本各地で予定されています。その歴史を私

たちはどのように記憶してきたのでしょうか。

あらためて私たちの国と、私たち自身の歴史とその在り方が問われているように思います。共に生きあ

える世界を願って、人間回復への道を歩みたいと思います。
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真宗大谷派宗務総長　但馬　弘　

本展の開催にあたり、所蔵者をはじめ、関係諸機関、関係諸氏のご協力、ご助言に加え、展示協力を

いただきました。ここに記して、心よりお礼を申し上げます。（順不同・敬称略） 
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１．「維新と開拓」とアイヌ民族

明治政府は、１８６９年にそれまで「蝦夷地」と呼んでいたアイヌモシリ（アイヌの大地）を「北海道」と

改称しました。１８７１年の「戸籍法」により、アイヌ民族も天皇の赤子として「平民」に編入し、日本国民

に統合しました。１８７７年には「北海道地券発行条例」を制定し、北海道を「無主の地（所有者がいな

い土地）」として官有地に編入しました。この大地を日本人に払い下げ、「開拓」を進めていったのです。

政府は、大地を奪い、さらにアイヌ語の使用を妨げ、日本語の使用を強制し、アイヌ民族の伝統的な生活

を破壊していきました。こうして日本人化の強制という同化政策が遂行されました。

しかし、その制定理由も名称も差別法である「北海道旧土人保護法」（１８９９年）などに示されるように、

それまでの同化政策により弱体化したアイヌ民族を「保護」するとして、「旧土人」と二級市民として扱い、

法制度的にも差別してきたのです。同化政策は、日本人化を強制しつつも排除の機能も併せ持っていました。

知里幸惠さんが自著『アイヌ神謡集』（１９２３年）の序文で、「先祖の自由の天地」と表現したアイヌモ

シリが、日本へと組み入れられて以来約１５０年。かつて、滅びゆく民族と言われ、アイヌ語をはじめとする

伝統文化はずたずたにされてきました。しかし民族の誇りは消えることはありませんでした。

１９８４年より、北海道ウタリ協会（現北海道アイヌ協会）は、文化面も含めた民族の権利回復と自立化

基金などによる経済的自立を目指した、いわば民族基本法である「アイヌ民族に関する法律（案）」（アイ

ヌ新法案）制定を政府等に要請し、全国にその支援を呼びかけました。それは次の 6 つの柱からなってい

ます。　１．アイヌ民族に対する差別の絶滅をこの法の基本理念とする　２．民族特別議席の付与　３．教育・

文化の振興　４．農林漁業、商工業対策　５．自立化基金の設置　６．アイヌ民族政策を検討する審議

機関の設置。

また、１９９２年国連総会会議場での国際先住民年の開幕式典にて、北海道ウタリ協会野村義一理事長

（当時）が記念演説をしました。先住民族としてのアイヌの存在と、アイヌ民族が直面している諸問題と、

その解決方法を国際的視座から提示し、日本国内は勿論、世界的にアイヌ新法制定の必要性をアピール

しました。

政府は、１９９７年に「アイヌ文化振興法」を制定しましたが、「アイヌ新法案」の６つの柱のうち、「文化

の振興」だけを保証した法律でした。残された課題を先住民族の権利に関する国連宣言の精神に沿って、

実現していかなければなりません。

黒人や北米先住民族の解放運動、そして部落解放運動などの影響を受け、1970 年代頃から、これまで

の融和的な活動とは別に、アイヌ民族の復権を目指した活動がアイヌ解放同盟代表の結城庄司などにより

取り組まれるようになりました。このように引き継がれてきたアイヌ民族の尊厳を保持するたたかいにより、繰

り返されてきた迫害にも屈することなく、アシリ・チェプ・ノミ（新しい鮭を迎える儀式）の復活など、アイヌ

文化は少しずつではありますが復興しつつあります。また、その影響を受け民族の誇り・尊厳を取り戻し、

厳しい差別が存在する現状に打ち勝つ力をつけた若者が育ってきています。さらに、伝統文化を基底にし

つつ、その上に新しい文化を創造する芸術性豊かな動きも見られます。
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墓を暴いて骨格調査
アイヌ民族に関する人権啓発写真パネル展実行委員会：提供

１９３0年代から、北海道渡島支庁管内の八雲町遊楽部浜でアイヌ民族の墓地が盗掘され、人骨が優生学上の研
究対象として持ち去られた。それ以降、北海道の各地で研究者によるアイヌ民族の墓の盗掘が学術研究の名のもと
に行われた。この写真は、北海道大学の児玉作左衛門の研究室に持ち込まれた頭蓋骨と埋葬品である。１９８０年代
に、北海道ウタリ協会は人骨の返還とその追弔・供養を求めた。１９８４（昭和５９）年に納骨堂が造られ、９６９体が納
められている。その後、毎年イチャルパ（供養祭）が行われるようになった。

「民族共生象徴空間」の慰霊施設予定地で工事の安全を祈る伝統儀式カムイノミ
北海道アイヌ協会：写真提供

２０１７年６月3日、北海道白老町で、全国の大学に保管され返還先の分からないアイヌ民族の遺骨が納められる慰霊
施設予定地で行われた。参列の北海道アイヌ協会加藤忠理事長は「先祖は魂の自由まで荒らされた。その過去を水に
流すことはできないが、慰霊のための施設が景観の素晴らしいこの大地に整備されるのはうれしい」と語った。
「民族共生象徴空間」は、アイヌ民族の歴史、文化等に関する各層の幅広い理解の促進、将来へ向けたアイヌ文化の
継承、新たなアイヌ文化の創造発展につなげる拠点として２０２０年４月の一般公開に向けて整備が進められている。
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国連で演説する北海道ウタリ協会の野村義一理事長（当時）
北海道新聞社：写真提供

１９８７（昭和 62）年にジュネーブで開催された国連先住民会議に、北海道ウタリ
協会は「日本の単一民族国家論の否定にかかる直接要請行動のスタート」としては
じめて参加した。アイヌ民族の存在と現状を訴え出席者に感銘を与えた。
その後、多くの人たちが国際会議や交流の場で、アイヌ民族の誇りと先住民族と

しての権利の保障を訴え続けてきた。日本でも先住民族を招いた会議が開かれた。
これらの活動は、アイヌ民族を先住民族と認めていなかった日本政府に対し大きな
問題提起となっていた。１９６１（昭和 36）年、北海道アイヌ協会は北海道ウタリ協会
と改称。生活向上のための活動、アイヌ新法制定要求運動や、文化の伝承や市民に
対しての課題共有、民族復権に向けての活動を展開している。2009 年 4月、北海道
アイヌ協会に名称を変更した。

アイヌ新法制定要求　北海道旧土人保護法廃止運動　　
北海道アイヌ協会：写真提供

１８９９（明治 32）年に制定された「北海道旧土人保護法」は、１９９７年アイヌ民族を中心とした粘り強い運動により廃止
された。同時に「日本国に固有の文化を持ったアイヌ民族が存在することを認め、日本国憲法のもとに民族の誇りが尊重
され、民族の権利が保障されること」を基盤に新しい法律を要求した。「アイヌ民族に関する法律（アイヌ新法）」は、文化面
も含む民族の権利回復と経済的自立を目指す抜本的でかつ総合的な民族法であった。1997 年に制定された「アイヌ文
化振興法」は、文化振興に限定され、民族の先住権などには一切触れられていない。
今後は、「アイヌ文化振興法」を基礎に、アイヌ新法制定に込められた願いをしっかりと受けとめ、新しい法律の形にし

ていくことが求められている。
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２．「アイヌモシリ」と大谷派教団

１９７７（昭和５２）年 １１月２日、東本願寺の「大師堂（御影堂）」が爆破されました。

「決行声明」には、「東本願寺は日本国家とともにアイヌモシリ（アイヌの大地）を侵略し、（略）日本人

への精神的奴隷化を推しすすめた」ことへの批判とあり、本願寺の象徴としての「大師堂」の爆破という形で、

私たちにこの課題を突き付けたものでした。

大谷派は「『闇の土蜘蛛』の大師堂爆破声明について」と題した教学研究所声明を出して、この批判は「宗

祖親鸞聖人の精神を喪失してきた宗門の歴史に対する、教法による批判と同じ重さをもつもの」であり、聖

人の精神回復を求めて「宗門の退落の歴史、その紆余曲折をわれわれ自身の責罪として、身に負」うこ

とを表明しました。ここで問われたことは、１８６９（明治２）年から始まる大谷派による「北海道開拓・開教」

の歴史です。

１８６９年、明治政府は、「開拓使」を設置し、積極的に北海道開拓を推進しました。それは先住民族で

あるアイヌの人々の暮らす「アイヌモシリ」を「北海道」と名づけ、大地を切り拓くだけではなく、住む人々

もろとも、明治国家権力の支配下に組み込むことでした。そのためにアイヌ民族に対して「同化」政策を

推し進めました。まず、北海道全土を官有地化し、非農耕民族であるアイヌ民族に対し農業奨励、アイヌ

式狩猟禁止、そしてアイヌ語の使用に対する圧力、日本式姓名使用の強制等です。先住民族であるアイヌ

民族に対して、その生きる大地を奪い、文化を奪い、侵略者の文化、生活様式を押しつけて、アイヌの民

族の尊厳を奪いとるものでした。

大谷派は、開拓使が置かれる前に政府に対し開拓・開教の『願書』を提出、１８７０（明治 3）年には、

現如法嗣が渡道しています。『願書』には、「新道切開」、「移民奨励」、「「土人」から出稼ぎのものまでへ

の教化」等が謳われ、「御国恩」に報いることを誓っています。さらに、当時の教化の様子を描いた「北

海道開拓錦絵」には、地べたに座らせたアイヌ民族に、現如より六字の名号を「下付」する様子が描かれ、

それを宗祖の「御化導」と重ねて正当化してきました。私たち大谷派教団には、明治国家権力に追随して

アイヌとして生きる人々の人権を奪ってきたと言わざるを得ない歴史があります。

このような非違の歴史によって、今も差別の中に生きることを余儀なくされ、だからこそ「アイヌ・ネノ・アン・

アイヌ（人間らしくある人間）」として生きる人々がいます。「爆破」という行為は決して容認されることでは

ありませんが、そのことが顕わにした私たち宗門の非違の歴史と、それを問うことすらなかった私たちの「宗

教性」を、今こそ問い返していかなければなりません。私たちは、このような歴史を持ちながらもなお「シサム（善

き隣人）たれ」という願いに、これ以上背き続けることはできないのではないでしょうか。
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